
医療分野での対応について 

 

 

１ 今般の処遇改善措置の検証について 

 看護職員等の処遇改善については、令和４年 10月からは診療報酬※

により、給与を恒久的に３％程度引き上げる仕組みを創設。 

※ 地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員等が対象 

 この報酬措置については、厚生労働省において、毎年７月に提出さ

れる実績報告書により、看護職員等の給与にどのように反映されて

いるか等が検証される予定。 

 

２ 医療経済実態調査の分析について（既存データを活用した見える化） 

 公的価格評価検討委員会での議論を踏まえ、直近の医療経済実態調

査（令和３年度調査分）をもとに、人件費の職種間の配分状況を含

む分析を実施し、令和４年 10月５日の中央社会保険医療協議会にお

いて議論の上、公表された。 

 

３ 医療法人の経営情報のデータベース化の検討について 

 厚生労働省において、施設別の詳細な経営情報の提出を求め、医療

法人の経営情報のデータベースを構築する新たな制度が検討されて

おり、先般、検討会で報告書が取りまとめられている。 

 また、報告書においては、職種ごとの給与費の合計額等について、

医療法人における財務情報として作成することになっておらず、医

療法人の負担を考慮し、提出を任意としつつ、提出への協力を求め

る必要があるとされている。 

 継続的な費用の見える化を進める観点から、新たな制度について、

2023年度の可能な限り早期に施行すべく、法改正等の必要な作業が

進められている。 

 医療経済実態調査の実施が２年に１度である中で、新たな制度によ

る職種ごとの給与費の把握は、定期的な見える化にも資するもので

あり、制度発足後、提出を強力かつ継続的に求めていく必要がある。 

 また、新たな制度の定着状況を踏まえながら更なる見える化につい

て、検討を継続し、不断の改善を図る必要がある。 

資料１ 


